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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サブストレート上に発光素子を提供するステップと、
　前記サブストレート上で接着剤を使用して前記発光素子の周囲を部分的に取り囲むステ
ップであり、前記周囲においてギャップを残している、ステップと、
　レンズを前記サブストレートに対して前記接着剤を使用して取り付けるステップであり
、前記レンズは、前記発光素子を包含する空洞を有しており、前記接着剤における前記ギ
ャップにより、前記空洞から空気を逃がすことができる、ステップと、
　前記発光素子に関して前記レンズのその後の移動を防ぐように、前記接着剤を半キュア
するステップと、
　を含み、さらに、
　前記接着剤を半キュアするステップの後で、前記接着剤が半キュアの状態の間に、シー
ル材料を使用して前記ギャップをシールするステップ、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記方法は、
　前記ギャップをシールするステップの後で、前記接着剤を完全にキュアリングするステ
ップ、を含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記レンズは、前記レンズを前記サブストレート上で前記発光素子に関して整列させる
少なくとも一つの機構を含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記サブストレートは、前記レンズを前記サブストレートに関して整列させる少なくと
も一つの機構を含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記サブストレートは、前記サブストレートを別のサブストレートに関して整列させる
少なくとも一つの機構を含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記レンズは、前記発光素子からの発光の方向を変更するようにパターン化されている
、
　請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記レンズの外表面は、前記発光素子からの発光の方向を変更するようにパターン化さ
れている、
　請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記レンズの前記空洞を画定している１つまたはそれ以上の内表面は、前記発光素子か
らの発光の方向を変更するようにパターン化されている、
　請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記レンズは、波長変換材料を含んでいる、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　波長変換材料が、前記レンズの前記空洞の中に置かれている、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記接着剤は、紫外線硬化型接着剤である、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記接着剤と前記シール材料は、同一の材料を含んでいる、
　請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光デバイスの分野に関する。そして、より特定的には、レンズ素子と発光
デバイスの高精度なアライメントによって強化されるアプリケーションのためのレンズ素
子を用いた発光デバイスに関する。
【０００２】
　本特許申請は、２０１５年５月１２日付で提出された国際特許出願ＰＣＴ／ＩＢ２０１
５／０５３４７５の国内移行出願（米国特許法第３７１条）である。タイトルは、”ＭＥ
ＴＨＯＤ　ＯＦ　ＡＴＴＡＣＨＩＮＧ　Ａ　ＬＥＮＳ　ＴＯ　ＡＮ　ＬＥＤ　ＭＯＤＵＬ
Ｅ　ＷＩＴＨ　ＨＩＧＨ　ＡＬＩＧＮＭＥＮＴ　ＡＣＣＵＲＡＣＹ”であり、米国特許仮
出願第６１／００１０９１号、２０１４年５月２１日提出、について優先権の利益を主張
するものである。ＰＣＴ／ＩＢ２０１５／０５３４７５および米国特許仮出願第６１／０
０１０９１号は、ここにおいて包含されている。
【背景技術】
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【０００３】
　発光デバイスは、いろいろなアプリケーションにおいて使用されている。特定の発光デ
バイスの実施例に係る適合性は、しばしば、投射される発光パターンに応じている。例え
ば、自動車用ランプは、一般的に、発光デバイスが所与の基準（ｓｔａｎｄａｒｄ）に従
う発光パターンを提供することを要求する。同じように、カメラまたは写真装置における
フラッシュ素子といった、消費者アプリケーションは、ターゲット画像の実質的に均一な
照明を要求する。
【０００４】
　表現された又は暗示された光出力パターンの一貫性を満足させることに関して所与の発
光デバイスの品質は、所望の光出力パターンを提供する発光素子とレンズ素子のアライメ
ント（ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）を含む、いろいろな要因に依存している。発光素子とレンズ
素子のずれ（ｍｉｓａｌｉｇｎｍｅｎｔ）は、例えば、カメラ画像の所定の領域が他の領
域より暗く見えることを生じ、または、自動車用ランプが基準試験に失敗することを生じ
る。
【０００５】
　レンズ素子が発光素子に関して置かれる際に、レンズ素子を発光素子に対して正確に整
列させるために、いろいろな技術が一般的に使用される。例えば、サブストレート上にマ
ウントされている発光エレメントに関して所与の位置にそれぞれのレンズ素子を置くため
に、高精度なピックアンドプレース（ｐｉｃｋ－ａｎｄ－ｐｌａｃｅ）マシンが使用され
てよい。いくつかの取り付けプロセスにおいては、ピックアンドプレースマシン上の光学
素子が発光素子の中心を検出し、他のプロセスにおいては、物理的なアライメント機構（
ｆｅａｔｕｒｅ）が、発光素子が取り付けられているサブストレート上で提供される。
【０００６】
　しかしながら、発光素子に関してレンズ素子を正確に置いた後でさえ、最終製品の製作
において遭遇する後続の製造プロセスの最中にアライメントを維持することは、しばしば
難しい。典型的には、レンズ素子が、発光素子を含むサブストレート上に正確に位置決め
され、そして、接着エレメントを介して取り付けられる。発光素子に対してレンズ素子を
しっかり取り付けるために、その後にキュアされるものである。接着エレメントは、また
、発光素子を取り囲むシール（ｓｅａｌ）を形成することによって、発光素子を外部エレ
メントから隔離することにも役立つ。数多くの要因が、しかしながら、レンズ素子と発光
素子の初期的に正確なアライメントに影響することがある。
【０００７】
　キュアされていない接着剤、エポキシまたはシリコーン（ｓｌｉｃｏｎｅ）といったも
のは、低い粘度（ｖｉｓｃｏｓｉｔｙ）を有し、そして、接着剤をキュアする装置（例え
ば、オーブン）へ、発光素子に対して取り付けられたレンズ素子を輸送する最中に、過度
のメカニカルな衝撃とハンドリングがレンズ素子を移動させてしまうことがある。
【０００８】
　同様に、熱硬化性であるエポキシまたはシリコーンといった接着剤は、クロスリンク（
キュア）が生じると収縮し、発光素子に関してレンズ素子の位置のシフトを導くことがあ
る。
【０００９】
　同じように、レンズ素子取り付けプロセスの最中にレンズの内側に捕えられ得る空気は
、レンズ素子の位置においてシフトを生じさせる不均一な力を働かせ得る。そして、接着
剤のキュアの最中に、たいていは熱を含むもの、捕えられた空気は、おそらく膨張して、
レンズ素子の内側に蒸気圧力を生成する。発光素子に関してレンズ素子の位置を変更し得
る予測できない力を、また導き得るものである。
【００１０】
　レンズ素子に係るこれらの可能性のある移動それぞれ、および他の要因は、レンズ素子
と発光素子のミスアライメント（ｍｉｓａｌｉｇｎｍｅｎｔ）をおそらく導いてしまう。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　レンズ素子を発光素子に対して取り付けるために、そうした取り付けられた構造体につ
いて適用される後続のプロセスによって比較的に影響されない方法およびシステムを提供
することが有利であろう。実質的に製造の複雑さ又はコストを導くことなしに、そうした
方法およびシステムを提供することも、また有利であろう。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　こうした問題の一つまたはそれ以上をより上手く取り扱うために、この開示に係る一つ
の実施例において、この発明の発光デバイスは、サブストレート上の発光素子、および、
発光素子がその中に置かれる空洞（ｃａｖｉｔｙ）を有するレンズ素子を含む。接着剤ス
トリップ（ｓｔｒｉｐ）が、サブストレートに対してレンズ素子を取り付ける。接着剤は
、レンズ素子の外周のまわりに置かれるが、外周においてギャップを含んでおり、サブス
トレートに対するレンズ素子の取り付けの最中に、レンズ素子の下から物質（例えば、加
熱された空気）をリリースすることができる。レンズ素子がサブストレートの上に置かれ
るときに、接着剤は部分的にキュアされる。発光デバイスが輸送され、または、他のプロ
セスに置かれる以前に、比較的に高い剪断強度を提供するためである。後続のプロセスま
たはアプリケーションとの互換性（ｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ）を提供するために、外
周におけるギャップはシール材料を用いてシールされる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　本発明は、添付の図面を参照して、さらに詳細に、かつ、例示する目的で、説明される
。
【図１Ａ】図１Ａは、サブストレートの一つの例を示しており、サブストレートの上に発
光素子および実質的に発光素子を取り囲んでいる接着剤ストリップがある。
【図１Ｂ】図１Ｂは、サブストレートの一つの例を示しており、サブストレートの上に発
光素子および実質的に発光素子を取り囲んでいる接着剤ストリップがある。
【図２Ａ】図２Ａは、図１Ａ－１Ｂのサブストレート上に置かれたレンズ素子の一つの例
のビューを示している。
【図２Ｂ】図２Ｂは、図１Ａ－１Ｂのサブストレート上に置かれたレンズ素子の一つの例
のビューを示している。
【図２Ｃ】図２Ｃは、図１Ａ－１Ｂのサブストレート上に置かれたレンズ素子の一つの例
のビューを示している。
【図３】図３は、シール材料を含む発光デバイスの一つの例を示しており、レンズ素子を
発光デバイスのサブストレートに対して取り付ける接着剤ストリップにおけるギャップを
シールしている。
【図４】図４は、レンズ素子と発光素子との間の高いアライメント精度を伴って発光デバ
イスを形成するためのフローチャートの一つの例を示している。
【００１４】
　全ての図面を通じて、同一の参照番号は、類似の又は対応する特徴または機能を示して
いる。図面は、説明目的のために含まれており、そして、本発明の範囲を限定するように
意図されたものではない。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以降の説明においては、説明目的のためであって限定するものではなく、本発明の完全
な理解を提供するために、特定のアーキテクチャ、インターフェイス、テクニック、等と
いった、特定の詳細が明らかにされる。しかしながら、当業者に対しては、これらの特定
な詳細から離れて、本発明が他の実施例において実行され得ることが明らかであろう。同
じように、この説明の本文は、図面において示されるように実施例について向けられたも
のであり、請求項において明示的に含まれている限定を超えて、請求される発明を限定す
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るように意図されたものではない。簡素化と明確化の目的のために、よく知られた装置、
回路、および方法の詳細な説明は省略される。不必要な詳細によって本発明の説明を不明
瞭にしないためである。
【００１６】
　サブストレート１１０の上に配置された発光素子１２０の一つの実施例について、図１
Ａは、立面図を示しており、そして、図１Ｂは、側面図を示している。接着剤ストリップ
１３０が、ギャップ１３５を除いて、発光素子１２０を取り囲んでいる。発光素子１２０
は、上面、底面、および複数の側面を有してよい。発光素子１２０の底面は、サブストレ
ート１１０に対して取り付けられている。
【００１７】
　サブストレート１１０は、より大きなサブストレート（図示なし）の一つのセクション
であってよい。より大きなサブストレートの複数のセクションの上に同様に置かれた複数
の発光素子を含むものである。このように、後に続いて説明されるプロセスが、より大き
いサブストレートの全てのセクションに対して同時に適用され得る。その後に、個別／単
体化された発光デバイスを形成するために、より大きいサブストレートのスライシング／
ダイシングが続く。
【００１８】
　この実施例においては、接着剤ストリップが発光素子１２０を完全には取り囲まないよ
うに、接着剤ストリップ１３０の中にギャップ１３５が存在する。この接着剤ストリップ
は、従来技術において一般的な、接着剤スタンプ（ｓｔａｍｐ）ツールを使用して適用さ
れてよい。接着剤を、サブストレート１１０に対して、発光素子１２０の周りの所望のパ
ターンにおいて移動するためである。
【００１９】
　実施例の発光素子１２０は、そこから光が発せられる発光面１２５を含んでいる。この
表面は、発光素子１２０のいくつか又は全ての上面を含んでよい。この実施例において、
発光素子１２０は、サブストレート上の既知の位置においてサブストレートに対してしっ
かり取り付けられており、それによって、発光面１２３の位置は、サブストレート１１０
に関して既知の位置にある。
【００２０】
　サブストレート１１０は、一つまたはそれ以上のアライメント機構１１２、１１４を含
んでよい。サブストレート１１０の上でエレメントのアライメントを促進するものであっ
て、例えば、サブストレート、プリント回路基板、ランプフィクスチャ（ｆｉｘｔｕｒｅ
）、等を含む、他のアイテム上におけるサブストレート１１０のアライメントも同様であ
る。従って、サブストレートに関する発光面の位置が既知なので、サブストレート１１０
上における他のエレメント、または、その上にサブストレート１１０がマウントされてい
る他のアイテムに関する発光面１２５の位置は、既知である。当業者であれば、実施例の
サブストレートにおいて明確な機構１１２、１１４が図示されていても、そうした明確な
機構１１２、１１４に対する必要性なしに、その端、角、等といった、サブストレート１
１０の固有の特徴が、アライメント機構として使用され得ることが認識されよう。同様に
、一つの機構１１２または１１４だけが使用されてよい。
【００２１】
　代替的には、上述のように、サブストレート上にレンズを置くマシンが、物理的なアラ
イメント用エレメントを必要とすることなく、発光素子の特徴を光学的に検出することに
よって、アライメントを提供してよい。
【００２２】
　図２Ａ－図２Ｃは、図１Ａ－１Ｂのサブストレート上に置かれたレンズ素子２１０（代
替の実施２１０Ａ、２１０Ｂ）を含む発光デバイス２００の一つの例のビューを示してい
る。図２Ａは、レンズ素子２１０の立面図を示しており、図２Ｂにおいて示されるレンズ
素子２１０Ａ、または、図２Ｃにおいて示されるレンズ素子２１０Ｂであってよい。
【００２３】
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　レンズ素子２１０は、空洞（ｃａｖｉｔｙ）２３０を有しており、その中に、発光素子
１２０が置かれている。レンズ素子１２０は、発光素子１２０から発せられる光の方向を
変更するように成形され、または、パターン化されている。図２Ａ－２Ｃの実施例におい
て、レンズ素子２１０は、パターン２２０（代替のパターン２２０Ａ、２２０Ｂ）を含ん
でおり、発光素子１２０から発せられる平行な光（ｃｏｌｌｉｍａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈ
ｅ　ｌｉｇｈｔ）を提供する。レンズ素子は、例えば、コリメーションを提供するように
、代替的に逆放物線形状であってよく、または、発光素子１２０から発せられる光の多様
性を提供するように球面形状、もしくは、あらゆる他の適切な形状であってよい。
【００２４】
　図２Ｂにおいて、パターン２２０Ａは、レンズ素子２１０の空洞２３０の内表面上に形
成されており、一方、図２Ｃにおいては、パターン２２０Ｂが、レンズ素子２１０の外表
面上に形成されている。
【００２５】
　レンズ素子２１０の実施例は、レンズ素子１２０とサブストレート１１０とのアライメ
ントを促進する一つまたはそれ以上の機構２１４を含んでいる。この実施例において、レ
ンズ素子２１０におけるアライメント機構２１４は、サブストレート１１０におけるアラ
イメント機構１１４に対応している。当業者であれば、しかしながら、その側面、角、等
といった、レンズ素子１２０のあらゆる固有の特徴が、その側面、角、等といった、サブ
ストレート１１０の固有の特徴と整列されるように使用され得ることを認識するであろう
。
【００２６】
　レンズ素子２１０とサブストレート１１０との適切なアライメント、および、サブスト
レート１１０上における発光素子１２０の上記の既知の位置を用いて、レンズ素子２１０
と発光素子１２０との適切なアライメントが保証される。
【００２７】
　上述のように、当業者であれば、レンズ素子２１０と発光素子１２０を整列させるため
に、「非機械的（”ｎｏｎ－ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ”）」な手段が使用され得ることを認
識するであろう。発光面１２５の中心を認識するための光学パターン認識を使用して、そ
れに応じてレンズ素子２１０の位置をコントロールする、といったものである。
【００２８】
　レンズ素子２１０は、この結合体（これ以降、発光デバイス２００と称されるもの）に
おける発光素子１２０に関してレンズ素子２１０の正確なアライメントを提供するように
、サブストレート１１０の上に正確に置かれ得るが、発光デバイス２２０を形成するエレ
メント１１０、１２０、２１０に係るこの初期の配置は、上述のように、結合体１１０、
１２０、２１０に係る後続の輸送または他の処理によって影響され得るものである。
【００２９】
　輸送または他の機械的な効果によるミスアライメントを防ぐために、発光デバイスが輸
送され、または、そうでなければ機械的又は環境的に影響される以前に、接着剤１３０が
比較的に高い剪断強度を伴なう結合を生成するべきである。そうした比較的に高い剪断強
度を提供するように、接着剤は、レンズ素子２１０がサブストレート１１０の上に最初に
置かれた直後に、その場で、部分的にキュアされてよい。アライメントをさらに保証する
ために、レンズ素子２１０をサブストレート１１０上の適切な位置に置くために使用され
るメカニズムが未だにレンズ素子２１０に取り付けられている間に、部分的なキュアリン
グが実行されてよい。
【００３０】
　製造において通常に使用される接着剤は、接着剤が適用された後でサブストレートに対
してエレメントを取り付けるための時間ができるように、一般的に、室温において比較的
に長い硬化時間（ｃｕｒｅ　ｔｉｍｅ）を有している。従って、上記の部分的なキュアリ
ングをその場で受動的に実行することは、一般的には経済的に非現実的であろう。そして
、より高い温度におけるキュアリングは、一般的に、発光デバイス２００をオーブンへ輸
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送することを必要とする。
【００３１】
　この発明の一つの実施例においては、紫外線硬化型の接着剤１３４０が使用されてよい
。レンズ素子２１０をサブストレート１１０に対して正確に取り付けるメカニズムが未だ
にレンズ素子２１０に取り付けられている間に、発光デバイスは、剪断強度が中間レベル
までもたらされるのに十分な、短い時間だけ紫外線光に曝される。中間レベルは、輸送ま
たは他の機械的又は環境的な効果によって影響されない結合を保証するものである。特定
の中間剪断強度レベルは、特定の後続のプロセスがおそらく生成するであろうと期待され
る剪断力に依存するが、一般的には約１ｋｇｆの剪断強度で十分である。紫外線の光源は
、レンズ素子２１０をサブストレート１１０に対して取り付けるメカニズムによって、ま
たは、別個の装置によって提供されてよい。代替的に、発光素子１２０が、接着剤をキュ
アするために十分な紫外線（ＵＶ）を発してもよい。
【００３２】
　接着剤１３０のＵＶキュアリングは、熱を発生し、そして、空洞２３０の中の空気を膨
張させる。この発明の実施例においては、空洞２３０の周りの接着剤１３０におけるギャ
ップ１３５の存在によって、膨張した空気を逃がすことができる。従来の発光デバイスに
係るレンズ取り付けのキュアリングの最中に一般的に経験する圧力を取り除いているもの
である。
【００３３】
　この最初の部分的なキュアの後で、発光デバイス２００は、接着剤１３０の完全なキュ
アを効果的に提供するメカニズム、典型的にはオーブンへ、輸送されてよい。完全なキュ
アは、一般的に５ｋｇｆを超える剪断強度を提供し、一般的には、全てでないとしても、
大部分のアプリケーションを通して、アライメントの正確性を維持するものである。
【００３４】
　接着剤１３０の完全なキュアの後で接着剤１３０におけるギャップ１３５をシールする
ことが望ましいであろうが、ほとんどの場合、完全にキュアされた接着剤１３０に対して
シール材料を適用することは、周囲環境から発光素子を信頼性よく隔離するための十分な
結合を提供し得ない。従って、いくつかの実施例においては、完全な熱的キュアに供され
る以前に、接着剤１３０が半キュア（ｓｅｍｉ－ｃｕｒｅｄ）状態の間に、ギャップ１３
５がシールされてよい。上述のように、部分的なキュアは、１ｋｇｆまたはそれ以上の剪
断強度を提供する。シールされた空洞の中の空気が、完全な熱的キュアの最中に加熱され
るにつれて生成され得る横方向の力に打ち勝つために十分なものである。
【００３５】
　図３は、接着剤ストリップ１３０におけるギャップ（図２Ｂ、図２Ｃにおける１３５）
をシールするシール材料３２０を含む発光デバイス３００の一つの例を示している。この
ようにして、発光素子１２０は、周囲環境から隔離されている。
【００３６】
　図４は、レンズ素子と発光素子との間の高いアライメント精度を伴って発光デバイスを
形成するためのフローチャートの一つの例を示している。
【００３７】
　４１０においては、発光素子がサブストレートに対してしっかり取り付けられる。サブ
ストレートは、発光素子が外部電源から電力を受け取ることができるようにする導体（ｃ
ｏｎｄｕｃｔｏｒ）を含んでいる。サブストレートは、また、発光素子をカバーするレン
ズのアライメント、及び／又は、ランプフィクスチャといった、別の構造体とのサブスト
レートのアライメントを促進する機構も含んでよい。
【００３８】
　４２０においては、発光素子の周りに接着剤が適用される。しかし、発光素子を完全に
は取り囲んでおらず、ギャップを残している。接着剤は、スタンプツール、または、所望
のパターンを生成することができる他のディスペンサを使用して適用されてよい。ギャッ
プのサイズは、レンズが取り付けられる際の接着剤の期待される流れに依存している。ギ
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ャップは、レンズが取り付けられる際にギャップの側面それぞれから接着剤がギャップの
中に流れるとしても、ギャップをシールしないで、通気孔を生成するように、十分に幅広
くあるべきである。接着剤の厚みは、また、レンズが取り付けられるときに結果として生
じる通気孔のサイズも決定する。一つの実施例においては、約３０μｍから５０μｍの接
着剤の厚みが使用され得る。
【００３９】
　４３０においては、発光素子と整列されて、レンズ素子を接着剤の上に置くためにピッ
クアンドプレースマシンが使用されてよい。アライメントは、発光素子の機構がどこに置
かれているかを光学的に決定することにより、または、サブストレート上の物理的な機構
に対する機械的なアライメントによって達成されてよい。
【００４０】
　レンズ素子を接着剤の上に／中に置く装置によってレンズ素子が未だに保持されている
間に、接着剤が部分的にキュアされる。ＵＶ硬化型接着剤は、ＵＶ光に対して短い期間に
ついて露出することによってスナップキュア（ｓｎａｐ－ｃｕｒｅｄ）され得る。ＵＶ光
の強度、接着剤の厚み、および、露出の持続時間が、部分的にキュアされた接着剤に係る
結果として生じる剪断強度を決定する。接着剤の製造者は、一般的に、これらの要因を決
定できるようにする適切なテーブル及び／又はチャートを提供することができる。製造プ
ロセスを著しくは遅延させないために、接着剤が、１ｋｇｆの剪断強度を提供するように
、秒のオーダーにおいてキュアされ得る。３ＭＴＭ社のＡｄｈｅｓｉｖｅ　Ｓｅａｌａｎ
ｔ　Ｆａｓｔ　Ｃｕｒｅ　４０００ＵＶといった接着剤である。
【００４１】
　十分な剪断強度を提供するように接着剤が部分的にキュアされているので、４５０にお
いて、配置装置によるレンズ素子のリリースの後で、レンズ素子と発光素子のアライメン
トが、後続の製造プロセスの全てを通じて維持される。
【００４２】
　パターン化された接着剤においてギャップによって提供される通気孔の信頼性あるシー
ルを提供するために、完全にキュアされた接着剤に対するシール材料の接合が期待されな
い場合に、４６０において、パターン化された接着剤が部分的にキュアされた状態にある
間に、通気孔がシール材料を使用してシールされる。レンズとサブストレートに係る材料
と互換性のあるあらゆる種類の密封剤（ｓｅａｌａｎｔ　ｍａｔｅｒｉａｌ）が使用され
てよい。例えば、３ＭＴＭ社のＡｄｈｅｓｉｖｅ　Ｓｅａｌａｎｔ　Ｆａｓｔ　Ｃｕｒｅ
　４０００ＵＶといった、パターン化された接着剤のために使用されるものと同一の材料
を含むものである。４７０においては、接着剤に係る後続のキュアリングが、接着剤とシ
ール材料との間の信頼性のある結合を保証する。さらに、接着剤の剪断強度を、典型的に
は約５ｋｇｆまで、増加させることも同様である。
【００４３】
　それ以降に、発光素子とレンズを伴うアセンブリされたサブストレートが、４８０にお
いて、さらに処理されてよい。例えば、サブストレートが、対応する複数のレンズ素子の
中に今やシールされている複数の発光素子を含んでいる場合に、個別の発光デバイスへス
ライシングおよびダイシング（単体化）することを含んでいる。
【００４４】
　本発明は、図面または前出の記載において、その詳細が説明され記述されてきたが、そ
うした説明および記載は、説明的または例示的なものであり、制限的なものではないと考
えられるべきである。つまり、本発明は、開示された実施例に限定されるものではない。
【００４５】
　例えば、この発明が、レンズと発光素子の高度に正確なアライメントを達成するために
特に上手く適していても、当業者であれば、この技術が、より厳しくないアプリケーショ
ンにおいて使用され得ることを認識するだろう。従来のレンズ取り付けプロセスの最中に
レンズにおいてなされる応力（ｓｔｒｅｓｓ）を実質的に低減するためのものである。
【００４６】



(9) JP 6781047 B2 2020.11.4

　図面、明細書、および添付の特許請求の範囲を研究すれば、クレームされた本発明の実
施において、当業者によって、開示された実施例に対する他の変形が理解され、もたらさ
れ得る。請求項において、用語「含む（“ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ“」は、他のエレメント
またはステップの存在を排除するものではなく、不定冠詞「一つの（”ａ“または”ａｎ
“）」は、複数を排除するものではない。所定の手段が互いに異なる従属請求項において
引用されているという単なる事実は、これらの手段の組み合せが有利に使用され得ないこ
とを示すものではない。請求項におけるいかなる参照番号も、発明の範囲を限定するもの
と解釈されるべきではない。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】

【図３】
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